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庄内町教育委員会 令和 3年第 7回定例会 議事録 

１ 会議日程   令和３年６月２５日（金） 

開会   午後２時００分 

閉会   午後３時２０分 

２ 会議場所   庄内町役場 Ｂ棟 会議室１ 

３ 内  容 

１ 開  会 

２ 議事録承認 

令和３年第６回定例会議事録 

３ 報告 

（１）経過報告【資料１】 

（２）令和３年第５回庄内町議会定例会（6月）について【資料２】 

（３）令和３年度要・準要保護者の認定について【資料３】 

（４）その他 

４ 付議事件 

日程第１  議案第２８号 庄内町就学援助費支給要綱の一部を改正する要綱の制定につい

ての専決処分の承認について 

５ そ の 他 

（１）外部評価に係る懇談会の開催について 

日時：令和３年７月２８日（水）午後１時３０分 

場所：役場 Ａ棟 ４階 委員会室１ 

（２）第８回教育委員会定例会の開催について 

日時：令和３年７月２８日（水）午後３時００分 

場所：役場 Ａ棟 ４階 委員会室１ 

（３）教職員及び児童生徒のコロナワクチン接種について 

（４）十六合公民館及び前田野目農村公園の指定管理について 

（５）その他 

６ 閉  会 

４ 出席者      教育長             菅原 正志 

教育委員            梅木  均 （第一職務代理者） 

教育委員            太田 ひろみ（第二職務代理者） 

教育委員            齊藤 雅子 

教育委員            飯渕 義晃 

５ 欠席者      なし 

６ 傍聴人      なし 

７ 説明を要した者及び議事録作成のために出席した者 

教育課長             佐藤 秀樹 

社会教育課長           鶴巻  勇 

社会教育課長補佐兼社会教育係長  阿部  浩 

指導主事             富山 裕二 

教育課主査兼学校教育係長     渡部 恵子 

教育課主査兼教育施設係長     日下部 洋一 

社会教育課主査兼文化スポーツ推進係長 堀  純子 

教育課長補佐兼教育総務係長    佐藤 正芳 
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開 会 （午後2時00分） 

教育長 令和3年第7回庄内町教育委員会定例会を開会いたします。2議事録承認 令和

3年第6回定例会議事録承認について、何かお気づきの点があればお願いします。 

教育長 議事録はよろしいですか。それでは3報告に移ります。 

（1）経過報告 説明をお願いします。 

教育課長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。 

無ければ、報告(2) 令和３年第５回庄内町議会定例会（6月）について 説明を

お願いします。 

教育課長 （資料に基づき説明する。） 

社会教育課長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。 

無ければ、報告(3) 令和３年度要・準要保護者の認定について 説明をお願いし

ます。 

学校教育係長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。 

梅木委員 児童数、生徒数に占める認定率の数値は多いのか、少ないのか、どのように考え

ればいいのか。 

学校教育係長 自治体ごとに認定基準が違っており、本町の認定基準は近隣市町と比較してハー

ドルが低くなっており、認定率は近隣市町よりも高くなっている。 

梅木委員 本町は手厚く支援をしていると解釈していいのか。 

学校教育係長 そのようになっている。 

教育長 他に質問ありますか。 

無ければ、報告（3）その他 何かありますか。 

教育長 無ければ、付議事件日程第 1 議案第 28 号 庄内町就学援助費支給要綱の一部を

改正する要綱の制定についての専決処分の承認について を議題とします。説明

をお願いします。 

学校教育係長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。 

無ければ、議案第 28 号 庄内町就学援助費支給要綱の一部を改正する要綱の制

定についての専決処分の承認について 原案のとおり決することでご異議ござ

いませんか。 

委員 「異議なし」の声あり 

教育長 異議なしと認め、議案第 28 号 庄内町就学援助費支給要綱の一部を改正する要

綱の制定についての専決処分の承認について は原案のとおり可決されました。

続いて５その他 (1)外部評価に係る懇談会については、例年、教育委員会定例会

と同日に開催しております。今回は、７月２８日（水）とさせていただきたいが

ご都合よろしいでしょうか。また、会場については、この役場B棟がコロナワク

チン接種会場となることから役場A棟4階委員会室を会場となります。 

外部評価に係る懇談会と教育委員会定例会の日程について委員の皆さん如何で

しょうか。 

委員 「了解」の声あり 

教育長 ７月２８日（水）午後１時３０分から外部評価懇談会、終了後に定例会 と決定

します。よろしくお願いいたします。続いて(3)教職員及び児童生徒のコロナワ
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クチン接種について 説明をお願いします。 

教育課長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 ご意見、質問ありますか。 

齊藤委員 デマを含めて色んな意見があるようだが、ワクチンによる影響がどのようなもの

があるのか分からないので各保護者の判断で接種率が変わってくると感じてい

る。 

飯渕委員 デマが多いとは感じている。接種券を配布する際にでも正しく判断できるような

材料を示した方が良いのかなと思います。 

教育長 担当課では、15歳以下の子ども達への接種券配付については、飯渕委員が言われ

るように判断材料となる資料を添えて配ることで対応しようとしているようで

す。 

教育長 他に質問ありますか。 

無ければ、(1)十六合公民館及び前田野目農村公園の指定管理について 説明を

お願いします。 

社会教育課長補佐 （資料に基づき説明する。） 

太田委員 他の体育施設の指定管理をしている団体とは関係の無い施設なのか。 

社会教育課長補佐 今は指定管理には入っていない施設です。 

梅木委員 グラウンドゴルフ協会が賃貸料等を払って借りているとうことなのか。 

社会教育課長補佐 賃貸料等は発生しておりませんし、管理人は町で雇用しており町直営となってい

る。グラウンドゴルフをしている方々が休憩場所として十六合公民館を利用して

おり、そのほとんどがグラウンドゴルフ協会の方々であるという状況にはあるよ

うです。 

教育長 他に質問等ありますか。無いようでしたら他に連絡事項等ありますか。 

社会教育課長補佐 響ホールの計画訪問を7月13日火曜日午後1時30分から行いますので、よろし

くお願いいたします。 

教育長 他にありますか。無いようでしたら以上をもちまして令和3年第7回教育委員会

定例会を終了します。 

 


